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刑を終えて出所した人やその家族に対する不当な差別的取扱いの事案
等が発生しています。社会復帰のためには、本人の強い更生意欲と
併せて、周りの人々の理解と協力が必要です。

権啓発、人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組むことが示されました。
　厚生労働省の下に有識者や当事者により構成された「ハンセン病に係る偏見
差別の解消のための施策検討会」において、令和５年３月に取りまとめられた
報告書の中でも、関係省庁が連携して啓発や相談等に関する施策を講じること
などが求められています。
　法務省の人権擁護機関では、ハンセン病患者・元患
者やその家族が置かれていた境遇を踏まえた人権啓発
活動の強化に取り組んでいます。
　例えば、ハンセン病問題に関するシンポジウムを開
催し、当事者の方々による講演や学生等も参加するパ
ネルディスカッションを行うとともに、シンポジウム
の内容を小学生・中学生向けの全国版新聞に掲載するなどして、元患者やその家
族の思いを広く周知しています。また、パネル展やインターネット広告を実施し
たり、啓発動画を配信したりするなど、ハンセン病についての正しい理解の普及
と偏見差別の解消に向けて、関係省庁と連携し、様々な人権啓発活動を実施して
います。ハンセン病患者等に対する差別事案については、人権相談や調査救済
活動に取り組んでいます。 

■ハンセン病患者等に対する差別待遇に関する人権侵犯事件の新規救済
　手続開始件数
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啓発動画
「ハンセン病問題
～過去からの証言、
未来への提言～」

啓発動画
「ハンセン病問題を知る
～元患者と家族の思い～」

インターネットバナー広告

シンポジウム採録記事
（読売中高生新聞）

■刑を終えた人に対する差別待遇に関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
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　刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別は根強く、就職や住居
の確保における不当な差別的取扱い等、社会復帰を目指す人たちにとって、現
実は極めて厳しい状況にあります。刑を終えて出所した人たちが、地域社会の
一員として安定した社会生活を営むためには、本人の強い更生意欲と併せて、
家族はもとより、職場、地域社会の理解と協力が必要です。
　令和５年３月、「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づき、第二次「再犯
防止推進計画」が策定され、「就労・住居の確保等」や「民間協力者の活動の
促進等」、「地域による包摂の推進」等を重点課題として位置づけ、再犯防止の
ための様々な施策が推進されています。
　法務省では、犯罪や非行をした人の改善更生について国民の理解・協力を促
進し、犯罪や非行のない地域社会を築くため、地域住民の理解と参加を得て“社
会を明るくする運動”を実施しており、「幸福の黄色い羽根」を運動のシンボル
として掲げ、全国各地で啓発活動を行っています。
　法務省の人権擁護機関では、刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や
差別をなくし、社会復帰に資するよう人権啓発活動や人権相談、調査救済活動に
取り組んでいます。
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